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運転免許関係業務の一部休止期間の延長について

運転免許関係業務については、「緊急事態宣言の発令による運転免許関係業務の一

部休止について」（令和２年４月20日付け運免第59号）により一部休止期間等につい

て指示されているところであるが、今般、政府において緊急事態宣言期間が延長され

たことを踏まえ、運転免許関係業務の一部休止期間を令和２年５月31日まで延長する

こととしたので、各所属においては誤りのないようにされたい。

なお、休止期間を変更する場合は、別途連絡する。
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